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[名古屋過労死家族の会]

植松さん労災裁判勝訴判決確定
9/29名地裁判決、10/13控訴断念

就業中に、死亡した東宝運輸 (名古屋

市南区)の トレーラー運転手、植松伸岡1

さん (39才)=当 時=の 妻 ・良子さん

(48才)に 遺族補償年金が支給される

ことが10/13、 決まりました。

名古屋地裁で、9/29不支給処分を取り

消す判決を下された名古屋南労働基準

監督署が、10/13控 訴を断念したため七

名地裁判決は、血圧が高いにもかかわ

らず不規則な長距離輸送でt長 時間深夜
'運

転を強いられていた植松さんの仕事が

過酷であったことを認定。

そのうえで、業務が過重であるかどう

かの判断は、労働者の年令や疾病を考慮

すべきとした画期的なものでした。

植松さんは1988年 3月 2日深夜、運転

中に脳動脈瘤破裂で倒れ、死亡したもの

です。

(10/14付 、 「赤旗」新聞より抜粋)

「家族の会」から裁判支援に対する御礼

のご挨拶が健康センターにとどいていま

す。

[健康と家庭を守る会]

不当な出向は無効と名地裁へ提訴
10/11第 1回裁判、傍聴64名参加

鈴木明男さんは、8/21住友軽金属に

対して本人の同意のない出向は、無効と

して名古屋地方裁判所に提訴しました。

会社は、労働条件の改善を求め労働

組合の役員選挙に立候補 してきた鈴木

さんに対して、労働組合の選挙権もなく

なる出向を押しつけてきました。

その際、住友銀行支店長殺青事件など

を引き合いに脅迫 ・強要しました。

会社は全従業員の20%に あたる 800人

の人員削減計画の一
環として今回の出向

を強行したのです。

第 1回の裁判が10/11,名 古屋地裁の

1101号法廷で開かれました。

鈴木さんは、法廷で堂々と胸を振つて

会社のリス トラ 「合理化」計画に基づく

子会社への出向の不当性について意見

陳述を行ないました。

当日は、傍聴席を満席にした64名の

支援の労働者が参加し、鈴木さんを激励

しました。

裁判の終了後の集会で佐々木昭三健康

センター事務局長が鈴木さんを激励しま

(事務局) した。

(事務局)



[愛労連 ・愛知健康センター]

第5回労働安全衛生活動学習交流集会
10/14～ 15、、延べ43名。20団体参加

恒例の第5回 労働安全衛生活動学習交

流集会が、10/14～ 15、大山市 ・犬山館

で、20単産 ・単組、延べ43名の参加で

開催されました。

第 1回 は、加藤瑠美子副理事長 (愛労

連富1議長)の 開会の挨拶にはじまり、

基調講演として 『21世紀に向かつて働く

もののいのちと健康を守る』=三 労働者

労働組合と安全衛生活動==と 題して、

山田信也理事長 (名古屋大学名誉教授)

が講演をされました。

山田先生は、 (1)ふ りかえつてみる

歴史的経過  (2)こ れまでの教訓は

なにか  (3)こ れからの課題はなにか

ということで、親切丁寧に分かり易くお

話されました。初めての参加者は深い

,感動を受けたとして安全衛生活動の重要

さを認識し決まを固めることができたと

いっていました。

つづいて、基調報告として 『愛労連の

夢とロマンを語る』==い のちと健康を

守るローカルセンター==と 題して、

阿部精六愛労連事務局長が、労働組合の

なかでの位置付けと、全労連と 「連合」

との考え方の違いなど分かり易くお話さ

れました。

交流 ・懇談では、具体的な職場での問

題で、議論が深められました。

来年は、よい報告ができるよう希望を

確認して終 りました。

参加組合の御協力ありがとうございま

した。

(事務局)
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全日本教職員組合書記次長三米国康氏

(愛高教出身)が 執筆された 「学校にも

労働安全衛生法の適用を」の小論文が、

5/29付 「赤旗」評論特集版に掲載されて

います。

学校の労働安全衛生活動の予静卜として

ご紹介します。

(NO.98か らのつづきです。)

教育委員会や校長もまきこんで

このような多様ないのちと健康を守り

快適な職場をつくるとりくみを保障する

のが 「産業医」 「衛生管理者」 「衛生

委員会」などの組織であり、健康診断、

疫学的調査、ス トレスアンケー ト、定期

的チェックポイントなどの活動です。
'

それらの活動を勤務時間内に行なえる

よう、事業者は責任をもって保障しなけ
4れ

ばなりません。

このように切実に必要とされている

活動をすすめるために、文部省をはじめ

とする国の予算措置をどうしても充実

させなければなりません。

「快適な作業環境の実現と労働条件の

改善を通じて職場における労働者の安全

と健康を確保するようにしなければなら

ない」とする労安法の規定は、教育委員

会も校長会も認めざるをえませんから、

可能な限 りそれら事業者をまきこんだ

共同の運動をすすめ、 「医師が納得する

産業医報酬を」 「衛生管理者の養成と

活動を保障する予算と時間」などの要求

を集中することが重要です。

ノ

/し かし、労安法そのものの理解が教職

員のあいだにゆきわたつているかどうか

が問題です。

滋賀大の医師が 「教職員の世界は、

いのちと健康の問題では広大で長期に

わたる空白地帯」と表現したように、

教職員のいのちと健康に関する見識を

育てる課題が遅れており、 「健康管理

自己責任」論が、教職員のなかにも広く

存在する実態は認めざるをえません。

そのなかで、一―一日24時間のうち、多く

の時間と通勤に費やしている教職員の

疾病や障害、ス トレスと疲労の過重が、

仕事に関連しているのではないだろうか

と考えることが大切であ り、労安法を

活用する立場です。

この課題は、私たち教職員組合の調査

活動や学習運動によつて克服すべきもの

です。

公務災書認定闘争のとりくみとあわせ

茨城の高校教員の大林先生は、校内

球技大会のサッカーに出場し、突然倒れ

てそのまま亡くなりました。

かれは、その半年前の健康診断の受診

票に 「脈の乱れ、胸の奥にしめつけられ

るような痛みがある。のどがつまり圧迫

されるような感じ」と書いていたにも

かかわらず、適切な対応がなされない

まま 「突然」の痛恨の死となってしまっ

たのです。

かれの死は、遺族と同僚、茨城高教組

と支援する会の奮闘によって、95年 1月

公務災者の認定判決をかちとっています

が、先にのべた学保法による健康管理と

いう制度のままであれば、第二、第二の

「大林さん」が生れかねません。

(NO.100 に つづく)



『`
夜勤規制懇談会』を開催します

夜勤職場のある労働組合の代表者と

労安担当者のご参加を要請します。

日 〕寺   11月 7日(火)

午後6時30分～8時30分

場 所  健康センター事務所
(労働会館本館3F306号 )

[内容]助 言者 山 田信也理事長

① 郵政連絡会夜勤規制、全医労変則
2交替制反対の取り組み。

② 夜 勤規制全国シンポ (96年 2月 )
に向けての愛知の取り組みと体制。

③ 参 加団体の夜勤規制の要求と運動。

|
[名古屋過労死を考える家族の会]

名古屋地裁 1lF(1101王 チ法廷)

※日程が変更される場合もありますので

お確かめの上、お出かけください6

10/2傘(月)pm3:00～ 4:00 渡 辺 (比)

10/2T(金 )p撤1:30～2:10  永 須さん

11/1(水 )pm3:00～ 4:15 松 井さん

11/14(火 )alR1 0:00～  安 保さん

(名高裁1001号)    A

l1/15(水 )帥10:00～ 鈴 木 (美)さ ん

p取4:00～ 本下さん

(71 734号 )

11/29(水 )軸 18:00～ 鈴木 (俊)さ ん

12/11(月 )pml:30～ 3:80 渡 辺 (光)

12/13(水 )pml:15～    柏 本さん 、
981/25(本

)aln1 0:30～12300森
~ド
さん

(岐阜地裁3円

1/26(金】pml:00～   新 井さん

(判決)
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『いのちと健康ニュース』

00 に なりす。

11月28日(火)

午後6時30分～8時30分

場 所 労働会館本館2F会議室

[8行もO号刊行の意義[響憲衰笛蔀
②ニユースについての意見交換

③各組合の 「労安ニユース」紹介交流

④今後の 「ニユース」への期待

終了後、任意参加で懇親会を行ないま

す。

1且 |


